
今回は

「総合見直し」による

農用地区域の変更

（左図）
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農業振興

　
優
良
な
農
地
を
保
全
す
る
た
め「
農

業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
農
振
法
）」に
基
づ
き
、農
業
振
興
地

域
制
度（
下
図
参
照
）が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
は
、優

良
な
農
地
を
保
全
す
る
と
と
も
に
、

農
業
振
興
の
た
め
の
施
策
を
計
画
的

に
実
施
す
る
総
合
的
な
計
画
で
、県

か
ら
農
業
振
興
地
域
の
指
定
を
受
け

た
市
町
村
が
策
定
し
ま
す
。こ
の
計

画
で
は
、今
後
、お
お
む
ね
１０
年
に
わ

た
り
、農
業
上
の
利
用
を
確
保
す
べ

き
と
さ
れ
る「
農
用
地
区
域
」の
設
定

が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、安
曇
野
市
内
の
優
良
農
地

は「
安
曇
野
市
農
業
振
興
地
域
整
備

計
画
」に
よ
り
保
全
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
計
画
に
お
け
る「
農
用
地
区
域
」

に
つ
い
て
は
、合
併
前
の
５
町
村
当
時

に
設
定
さ
れ
た
区
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、安
曇
野
市
に
お
い
て
も
、こ

の
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
基
づ

く
農
用
地
区
域
の
見
直
し
を
含
め
た

総
合
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

　
農
用
地
区
域
内
の
農
地
は
、一
般
的

に
「
青
地
農
地
」
と
呼
ば
れ
、原
則
と

し
て
農
業
以
外
の
利
用
は
で
き
ま
せ

ん
。
農
用
地
区
域
内
の
農
地
は
、農
業

上
の
利
用
を
確
保
す
べ
き
土
地
で
あ

り
、農
業
に
関
す
る
公
共
投
資
や
そ

の
他
の
農
業
振
興
に
関
す
る
施
策
が
、

集
中
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。そ
の
た
め
、農
用
地
区
域
内

の
農
地
を
農
地
以
外
に
利
用
す
る
た

め
に
は
、農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

の
変
更
が
必
要
と
な
り
、そ
の
手
続

き
に
は
、「
一
般
管
理
」
と「
総
合
見
直

し
」
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、「
総
合

見
直
し
」の
手
続
き
に
よ
り
、そ
の
基

本
方
針（
左
図
）に
従
っ
て
農
用
地
区

域
の
見
直
し
を
検
討
し
ま
す
。な
お
、

現
在
、市
が
策
定
を
進
め
て
い
る
土
地

利
用
計
画
と
も
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、

１３
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
た
第
２
回
地

区
別
懇
談
会
に
合
わ
せ
て
、今
回
の

見
直
し
に
つ
い
て
の
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。日
程
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、

お
近
く
の
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
三
郷
総
合
支
所
内
　

　
産
業
観
光
部
農
政
課
農
政
係

　（
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豊
か
な
自
然
と
景
観
を
守
り
、
暮
ら
し
や
す
さ
と
産
業
発
展
の
バ
ラ
ン

ス
が
取
れ
た
田
園
都
市
を
目
指
す
安
曇
野
市
に
と
っ
て
、
農
業
の
振
興
は

大
変
重
要
な
課
題
で
す
。
市
で
は
、
安
曇
野
に
ふ
さ
わ
し
い
農
業
の
振
興

と
優
良
農
地
の
保
全
た
め
、
「
安
曇
野
市
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
」
の

見
直
し
を
本
年
度
か
ら
行
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
見
直
し
の
方
針
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
と
は

農
用
地
区
域
を
変
更
す
る
に
は

農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針

　
国
が
示
す
農
業
振
興
に
関
す

　
る
指
針
に
従
い
、そ
の
都
道
府

　
県
に
お
け
る
農
業
振
興
の
方
針

農
業
振
興
地
域
の
指
定

　
農
業
の
健
全
な
発
展
の
た
め
に
、

　
総
合
的
に
農
業
の
振
興
を
図
る

　
べ
き
地
域
の
指
定

都道府県（長野県）市町村（安曇野市）による策定および変更

農
業
振
興
整
備
計
画
の
策
定

　
優
良
な
農
地
を
保
全
す
る
と
と

　
も
に
、農
業
振
興
施
策
を
計
画

　
的
に
実
施
す
る
た
め
の
総
合
的

　
な
農
業
振
興
計
画（
以
下
２
部

　
に
よ
る
構
成
）

○
農
業
振
興
施
策
の
計
画
や
各
種

　
農
業
関
係
事
業
の
具
体
的
な
実

　
施
計
画（
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）部
分

○
農
用
地
利
用
計
画（
農
用
地
区

　
域
等
の
設
定
）部
分

※
農
用
地
区
域
と
は
、今
後
、お
お

　
む
ね
１０
年
に
わ
た
り
、農
業
上
の

　
利
用
を
確
保
す
べ
き
土
地

農
用
地
区
域
の
変
更
手
続
き

　
次
の
２
通
り
の
手
続
き
が
あ
り

ま
す
。

　「
一
般
管
理
」に
よ
る
変
更

　
経
済
事
情
の
変
動
等
に
よ
り
、

計
画
の
一
部
を
見
直
す
も
の
で
、「
個

別
的
」な
申
し
出
に
基
づ
く
変
更
。

安
曇
野
市
で
は
、年
２
回
の
申
し
出

期
間
を
設
け
て
、受
付
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　「
総
合
見
直
し
」に
よ
る
変
更

　
お
お
む
ね
５
年
ご
と
農
業
振
興

地
域
整
備
計
画
を
見
直
す
た
め
の

調
査
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
が
生
じ

た
場
合
に
行
う
変
更

農
業
振
興
地
域
制
度
の
概
要

総合見直しの基本方針

今回の総合見直しにあたり、現在ある農地について、次の条件を基準

に農用地区域についての設定を検討します。

　①集団的に存在する農地でその規模が２０㌶以上のもの

　②土地改良事業等の施行にかかわる区域内にある土地

　③土地改良施設用地

　④農業用施設用地で２㌶以上の土地および①、②に隣接する土地

　⑤地域の農業振興を図る観点から、その利用確保が必要と認められる土地

以上の基準でまず農地を区分します。

さらに下記の具体的な方針に沿って、農用地区域の見直し作業を進めます。

　①ほ場整備実施済みの農地については、優良農地として保全するため、

　　農用地区域としますが、社会的、経済的経過においてスプロール

　　化（開発による虫食い状態）により取り残された農地は、農用地

　　区域からの除外を検討します。

　②農用地区域内の農地（青地農地）において、山林原野中にある分

　　散された農地または山麓傾斜地にある農地で、おおむね１０年を見

　　通して農業上の利用を目的とする確保が難しく、その位置や地形、

　　耕作条件等、農業振興における検討の結果、農業上の利用におい

　　てその確保が適当でないものは、農用地区域から除外します。

　③集落に介在している、または孤立的に存在している農用地区域内

　　の農地で、その利用確保が地域の農業振興において、適当でない

　　ものは、農用地区域から除外をします。

�④農用地区域内にある孤立的な農用地区域外の農地（通常、白地農

　　地と呼ばれています）について、一段の優良農地として農業振興

　　をすべきものと判断される場合は、農用地区域への編入（白地農

　　地を青地農地にすること）を検討します。

以上の具体的な見直し方針により、計画の策定を進めます。


